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 提案理由 

  大野市内の市立幼稚園を廃止するため  



 

大野市教育委員会規則第 号 

 

   大野市幼稚園規則を廃止する規則 

 

 大野市幼稚園規則（昭和３７年教育委員会規則第１号）は、廃止する。 

   附  則  

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （大野市教育委員会教育長事務委任規則の一部改正） 

２ 大野市教育委員会教育長事務委任規則（昭和５７年教育委員会規則第６号）の

一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（教育長に対する事務委任） 

第１条 教育委員会（以下「委員会」と

いう。）は、次に掲げる事項を除きそ

の権限に属する事務を教育長に委任す

る。 

(1)～ (6)（略） 

(7) 局長、課長及び保育園長の任免に

関すること。 

(8)～ (17)（略） 

２（略） 

（教育長に対する事務委任） 

第１条 教育委員会（以下「委員会」と

いう。）は、次に掲げる事項を除きそ

の権限に属する事務を教育長に委任す

る。 

(1)～ (6)（略） 

(7) 局長、課長、幼稚園長及び保育園

長の任免に関すること。 

(8)～ (17)（略） 

２（略） 

 （大野市教育功労及び教育研究顕賞規則の一部改正） 

３ 大野市教育功労及び教育研究顕賞規則（昭和４９年教育委員会規則第１号）の

一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 



 

（対象者の内申又は推薦） 

第４条 学校長は、顕賞に該当するもの

があると認めるときは、教育功労賞に

あっては教育功労賞受賞候補者内申書

（様式第１号）により、教育研究賞に

あっては、教育研究賞受賞候補者推薦

書（様式第２号）により別に定める期

日までに教育長に内申又は推薦するも

のとする。 

（対象者の内申又は推薦） 

第４条 学校長又は幼稚園長は、顕賞に

該当するものがあると認めるときは、

教育功労賞にあっては教育功労賞受賞

候補者内申書（様式第１号）により、

教育研究賞にあっては、教育研究賞受

賞候補者推薦書（様式第２号）により

別に定める期日までに教育長に内申又

は推薦するものとする。 

 （大野市学校災害補償規則の一部改正） 

４ 大野市学校災害補償規則（平成１０年教育委員会規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（定義） 

第 ２ 条  こ の 規 則 に お い て 「 学 校 」 と

は、次に掲げるものをいう。 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２

６号）第１条に規定する小学校及び

中学校 

(2)（略） 

２（略） 

（定義） 

第 ２ 条  こ の 規 則 に お い て 「 学 校 」 と

は、次に掲げるものをいう。 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２

６号）第１条に規定する小学校、中

学校及び幼稚園 

(2)（略） 

２（略） 

 

 


